
関連条文 
（特許の要件） 

第二十九条  産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。  

一  特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明  

二  特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明  

三  特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた

発明  

２  特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすること

ができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。 

 

（特許権の効力） 

第六十八条  特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、

専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。 

 

（特許発明の技術的範囲）  

第七十条  特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。  

２  前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するも

のとする。  

３  前二項の場合においては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。 

 

（差止請求権） 

第百条  特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停

止又は予防を請求することができる。  

２  特許権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物（物を生産する方法の特許発明にあ

つては、侵害の行為により生じた物を含む。第百二条第一項において同じ。）の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予

防に必要な行為を請求することができる。 

 

（侵害とみなす行為） 

第百一条  次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。  

一  特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡

等の申出をする行為  

二  特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物（日本国内において広く一般に流通しているものを除

く。）であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いら

れることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為  

三  特許が物の発明についてされている場合において、その物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為  

四  特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は

譲渡等の申出をする行為  

五  特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物（日本国内において広く一般に流通しているもの



を除く。）であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用

いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為  

六  特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を業としての譲渡等又は輸出のため

に所持する行為 

 

（特許権者等の権利行使の制限） 

第百四条の三  特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められる

ときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。  

２  前項の規定による攻撃又は防御の方法については、これが審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められる

ときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。 

 

（特許無効審判）  

第百二十三条  特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができ

る。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。  

一  その特許が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願（外国語書面出願を除く。）に対してされたと

き。  

二  その特許が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条、第三十八条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違

反してされたとき。  

三  その特許が条約に違反してされたとき。  

四  その特許が第三十六条第四項第一号又は第六項（第四号を除く。）に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたとき。  

五  外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲

内にないとき。  

六  その特許が発明者でない者であつてその発明について特許を受ける権利を承継しないものの特許出願に対してされたとき。  

七  特許がされた後において、その特許権者が第二十五条の規定により特許権を享有することができない者になつたとき、又はその特

許が条約に違反することとなつたとき。  

八  その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が第百二十六条第一項ただし書若しくは第三項から第五項まで

（第百三十四条の二第五項において準用する場合を含む。）又は第百三十四条の二第一項ただし書の規定に違反してされたとき。  

２  特許無効審判は、何人も請求することができる。ただし、特許が前項第二号に該当すること（その特許が第三十八条の規定に違反

してされたときに限る。）又は同項第六号に該当することを理由とするものは、利害関係人に限り請求することができる。  

３  特許無効審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。  

４  審判長は、特許無効審判の請求があつたときは、その旨を当該特許権についての専用実施権者その他その特許に関し登録した権利

を有する者に通知しなければならない。 

 

 


